
令和６年度第８回滝沢市教育委員会議定例会議事日程  

 

 

令和６年１１月２５日（月）  

１３時３０分～１４時３０分  

滝沢市役所 ３階 庁議室  

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について  

 

日程第２  会期の決定について  

 

日程第３  教育長事務報告  

 

日程第４  議案第１号 滝沢市文化財保護条例施行規則の一部改正に関し議決を求める

ことについて  



教　育　長　事　務　報　告　書

令和6年11月25日

月　　日 曜 事　　　　　　　　　　　　　　項 場　　　　所

10月29日 火 市内小中学校訪問⑥ 一本木中学校

〃 〃 キッズ健幸アンバサダー養成講座 滝沢第二小学校

10月30日 水 第６０回市小学校音楽会 盛岡市「盛岡市市民文化ホール」

10月31日 木 辞令交付式 庁内

〃 〃 市内小中学校訪問⑦ 滝沢中学校

11月1日 金
盛岡教育事務所管内市町村教育委員会教育委員等研
修会・情報交換会

盛岡市「サンセール盛岡」

〃 〃 「いわて教育の日」のつどい
盛岡市「トーサイクラシックホール
(岩手県民会館)」

11月2日 土 テレビ岩手杯2024はつらつママさんバレーボール大会 東部体育館

11月3日 日 芸術祭たきざわ ビッグルーフ滝沢

11月5日 火
第３回管内市町教育委員会教育長会議並びに第２回管
内市町教育委員会学校教育担当課長会議

盛岡市「サンセール盛岡」

〃 〃 第２回管内公立小・中学校長会議 盛岡市「サンセール盛岡」

11月7日 木 市内小中学校訪問⑧ 滝沢南中学校

11月8日 金
盛岡教育事務所・岩手地区市町教育委員会教育長及
び岩手地区校長会教育懇談会並びに合同懇談会

盛岡市「サンセール盛岡」

11月9日 土 市政懇談会［上の山自治会］ 上の山団地集会所

11月11日 月 １２月補正市長査定 庁内

〃 〃 第４８回市勢振興功労者表彰式 ビッグルーフ滝沢

〃 〃 市政懇談会［鵜飼地域づくり推進委員会］ 滝沢市消防団第４分団１部消防屯所

11月12日 火 市政懇談会［大沢地域づくり推進協議会］ 大沢集落センター

11月13日 水 第２回県学校教育ICT推進協議会 盛岡市「サンセール盛岡」

〃 〃 第2回県教育委員会と市町村教育委員会との意見交換 盛岡市「サンセール盛岡」

11月15日 金 職員採用試験（個別面接） 庁内

11月16日 土 SOMPOボールゲームフェスタ 滝沢総合公園体育館

〃 〃
市PTA連絡協議会表彰式並びに市・岩手地区連絡協議
会研修会

滝沢ふるさと交流館

〃 〃 第１回滝沢市制服の在り方に関する検討委員会 滝沢ふるさと交流館



教　育　長　事　務　報　告　書

〃 〃 職員採用試験（個別面接） 庁内

〃 〃 市政懇談会［大釜地域づくり推進会］ 大釜地区コミュニティセンター

11月17日 日 職員採用試験（個別面接） 庁内

11月18日 月 第２回学校体育授業在り方検討委員会 庁内

〃 〃 第８回校長会議 庁内

〃 〃 市政懇談会［東部地域づくり懇談会］ 葉の木沢山活動センター

11月20日 水 ジョイントアップ・スクール事業学校公開研究会
滝沢第二小学校、滝沢東小学校、
滝沢第二中学校

11月21日 木 市政懇談会［篠木地域づくり懇談会］ 滝沢市多目的研修センター

11月22日 金 市政懇談会［姥屋敷いきいき２１推進委員会］ 姥屋敷多目的研修センター

11月25日 月 第８回教育委員会議 庁内

〃 〃 市政懇談会［元村地域自治会連絡協議会］ 滝沢ふるさと交流館



議案第 １ 号 

 

   滝沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正することについて  

 

 滝沢市文化財保護条例施行規則（昭和６２年滝沢村教育委員会規則第２号）の一部を

改正することについて、教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年滝沢村教

育委員会規則第１号）第２条第２号の規定により、議決を求める。  

 

   滝沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則  

   （別紙）  

 

令和６年１１月２５日提出 

 

滝沢市教育委員会教育長  太 田 厚 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理由 

 本規則で定める規定及び様式において、引用する条項の修正及び字句の整理をするため

に、滝沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正するものである。これが、この規則案を

提出する理由である。  



   滝沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 滝沢市文化財保護条例施行規則（昭和６２年滝沢村教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。  

 第１３条第２項中「第２１条第４項」を「条例第２１条第４項」に改める。  

 第１４条を次のように改める。  

  （再交付の申請）  

 第１４条 条例又はこの規則により交付を受けた指定書又は認定書を滅失し、若しくは

毀損し、又は亡失したときは、指定書（認定書）再交付申請書（様式第 10号）にその

事実を証するに足りる書類、毀損した指定書又は認定書を添えて再交付を申請するこ

とができる。  

 様式第５号中「滅失（毀損、亡失した、盗難）届書」を「滅失（毀損、亡失、盗難）届

書」に改める。  

 様式第７号中「第３６条第１項」を「第３４条第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年１２月１日から施行する。 
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滝沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表  

現   行 改 正 後 

 （認定書の交付等） 

第13条 教育委員会は、条例第21条第２項、

第27条第２項又は第36条第２項の規定によ

る市指定無形文化財、市指定無形民俗文化

財又は市選定保存技術（以下「市指定無形

文化財等」という。）の保持者又は保持団

体（市選定保存技術にあっては、保存団体。

以下同じ。）の認定をしたときは、当該市

指定無形文化財等の保持者又は保持団体に

認定書（様式第９号）を交付するものとす

る。 

２ 前項の規定により認定書の交付を受けた

保持者又は保持団体は、条例第22条第３項

（条例第28条第３項及び第37条第３項にお

いて準用する場合を含む。）において準用

する第21条第４項  の規定による市指定

無形文化財等の指定の解除の通知又は市指

定無形文化財等の保持者若しくは保持団体

の認定の解除の通知を受けたとき又は条例

第22条第５項（条例第28条第５項及び第37

条第５項において準用する場合を含む。）

の規定による市指定無形文化財等の指定の

解除の通知を受けたときは、速やかに認定

書を教育委員会に返付しなければならな

い。 

 （認定書の交付等） 

第13条 教育委員会は、条例第21条第２項、

第27条第２項又は第36条第２項の規定によ

る市指定無形文化財、市指定無形民俗文化

財又は市選定保存技術（以下「市指定無形

文化財等」という。）の保持者又は保持団

体（市選定保存技術にあっては、保存団体。

以下同じ。）の認定をしたときは、当該市

指定無形文化財等の保持者又は保持団体に

認定書（様式第９号）を交付するものとす

る。 

２ 前項の規定により認定書の交付を受けた

保持者又は保持団体は、条例第22条第３項

（条例第28条第３項及び第37条第３項にお

いて準用する場合を含む。）において準用

する条例第21条第４項の規定による市指定

無形文化財等の指定の解除の通知又は市指

定無形文化財等の保持者若しくは保持団体

の認定の解除の通知を受けたとき又は条例

第22条第５項（条例第28条第５項及び第37

条第５項において準用する場合を含む。）

の規定による市指定無形文化財等の指定の

解除の通知を受けたときは、速やかに認定

書を教育委員会に返付しなければならな

い。 

 （再交付の申請） 

第14条 条例又はこの規則により交付を受け

た指定書又は、認定書を滅失し、若しくは

毀損し、又は亡失したときは、指定書（認

定書）再交付申請書（様式第10号）にその

事実を証するに足りる書類又は毀損した指

定書又は認定書を添えて再交付を申請する

ことができる。 

 （再交付の申請） 

第14条 条例又はこの規則により交付を受け

た指定書又は認定書 を滅失し、若しくは

毀損し、又は亡失したときは、指定書（認

定書）再交付申請書（様式第10号）にその

事実を証するに足りる書類、毀損した指定

書 又は認定書を添えて再交付を申請する

ことができる。 
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滝沢市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表  

現   行 改 正 後 

様式第５号（第６条関係） 様式第５号（第６条関係） 

 
 

  
様式第６号（略） 様式第６号（略） 

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 

  
  
  

  

 

 

（第 34 条第１項） 


